別紙
火入許可条件

火入につきましては、高鍋町火入れに関する条例に次のとおり定められておりますので、火入責任者の方は遵守くださいますようお願いいたします。
児湯郡内の火入れにおきまして、火災に発展したケースがありますので、火入れにつきましては、十分気をつけて行ってください。なお、火災に発展した場合は火入責任者の方に責任が問われることもありますので十分気を付けて火入れを行ってください。


１．火入れ面積
[bookmark: _Hlk158731049]①１回の火入れ面積は、５haを超えないこと
②５haを超える場合…火入地を１ha以下に区画し、その１区画に火入れを行うこと
完全に消火したことを確認してから次の１区画の火入れを行うこと

２．火入れの中止
①火入れ前に、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、火入れを行わないこと
②火入れ中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速
やかに火入れを中止すること。その場合、火が完全に消火したことを確認すること

３．人員配置
１回の火入れ面積に応じ、次のとおりの人員を配置すること
①0.5ha以下：10人以上
②0.5haを超えて1.5haまで：15人以上
③1.5haを超えて2.5haまで：20人以上
④2.5haを超えて3.5haまで：25人以上
⑤3.5haを超えて4.5haまで：30人以上
⑥4.5haを超えて5.0haまで：35人以上

４．所有者の承諾
申請者以外の方が所有又は管理する土地に火入れを行うときは、その所有者又は管理者の
承諾を得ること

５．防火帯
①周囲に幅５メートル以上の防火帯を設けること
②火入地が傾斜地である場合におけるその上側、風勢のある場合における風下に当たる部
[bookmark: _GoBack]分については幅10メートル以上の防火帯を設けること
※防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって同等の効果が認められる場合は、それで構
いません

６．火入れの方法
①火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれのない日を選び、できる限り小区画ごと
に、風下から行うこと
②火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行うこと

７．緊急連絡体制
有事の際に速やかに東児湯消防組合に連絡することのできる体制を確保しておくこと

[bookmark: _Hlk158799277]８．火入れ終了後
①完全に消火したことを確認すること
②火入れが終了したときは、速やかに火入許可証を高鍋町農業政策課へ返納してください

９．その他
[bookmark: last]住居がある場合には、延焼により火災にならないよう十分注意すること。また、火入れの煙が迷惑にならないよう風向きに注意すること
